
新橋

特定猟具使用禁止区域（赤枠内）を含む

緑で囲まれている箇所が今回捕獲許可を

出したエリアです。

佐波川の新橋を起点として上流エリアに

向かい、大字中山までとなります。

※緑枠内は図面の作成都合上上広いですが、

佐波川とその沿岸部分が許可対象です。

大字中山


